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初出場の有坂直樹が優勝　グランプリ06
平成18年の競輪王座を決める「KEIRINグランプリ06（GP）」
は12月30日、東京・京王閣競輪場で選び抜かれた9選手が出
場して行われ、初出場の有坂直樹（秋田）がゴール前鋭く
中を割って優勝した。有坂は賞金1億円（副賞含む）を獲得、
初の賞金王にもなった。2着は手島慶介（群馬）、3着は佐藤
慎太郎（福島）だった。

金成和幸がＶ　ヤンググランプリ
「ヤンググランプリ06（GⅡ）」は12月29日、京王閣競輪
場で88～90期の若手ベスト9選手によって争われ、金成和幸
（福島）が差し切って優勝し、賞金410万円（副賞含む）を獲
得した。2着に佐藤友和（岩手）、3着には菊地圭尚（北海道）
が入った。

吉岡稔真が引退　ＧⅠ制覇11回
吉岡稔真（36）＝福岡＝が12月30日、今年限りでの引退を
表明した。京王閣競輪場で行われた「KEIRINグランプリ06」
で9着に終わったあと、ファンにあいさつし17年間の選手生
活に別れを告げた。吉岡は1990年デビュー。通算1279戦586
勝、ＧⅠ制覇11回、ＧＰ優勝2回。通算獲得賞金は16億8866
万4299円。

５選手が年間取得賞金1億円達成
2006年（1月～12月）の競輪選手賞金取得状況が1月4日、
日本自転車振興会から発表された。1億円以上の達成者はグ
ランプリを初制覇した有坂直樹（秋田）と手島慶介（群馬）、
山崎芳仁（福島）、合志正臣（熊本）、佐藤慎太郎（福島）の
5人。続いて吉岡稔真（福岡）、小倉竜二（徳島）、市田佳寿
浩（福井）、後閑信一（群馬）、加藤慎平（岐阜）がベスト10
に入った。

坂本亮馬が３場所連続完全ＶでＳ級特別昇級
Ａ級1班の坂本亮馬（福岡・90期）が12月29日、向日町競
輪最終日Ａ級決勝で完全優勝し、岸和田、観音寺に続き3場
所連続完全優勝を達成。30日付でＳ級2班へ特別昇級した。

「サテライト西予」開設
松山競輪専用場外車券売場「サテライト西予」（愛媛県西
予市宇和町）が12月28日オープンした。松山競輪場のレース
のほか特別競輪、記念競輪など全国の競輪場の車券を発売
する。年間約300日の発売日数を予定。

2 月　の　競　輪　開　催　日　程

今月のトピックス

函　館 冬季休止（場外発売を除く）
青　森 冬季休止（場外発売を除く）
いわき平〔3～5〕（17～19）
弥　彦 冬季休止（場外発売を除く）
前　橋（2～4）（16～18）
取　手（2～4）〔27～3/1〕
宇都宮（1～3）（23～25）
大　宮〔7～9〕
西武園 〔1/31～2〕（14～16）（20～22）（27～3/1）
京王閣〔14～16〕〔27～3/1〕
立　川〔7～9〕
松　戸〔20～22〕
千　葉（3～5）〔27～3/1〕
花月園（7～9）（27～3/1）
川　崎（19～21）
平　塚（※1～3）

小田原〔18～20〕
伊　東〔2～4〕〔19～21〕
静　岡（10～13）
豊　橋 〔1/31～2〕（7～9）（19～21）（27～3/1）
一　宮（17～19）〔26～28〕
名古屋〔7～9〕
岐　阜（10～12）〔20～22〕
大　垣〔14～16〕
松　阪（7～9）（20～22）（26～28）
四日市（3～6）
富　山 冬季休止（場外発売を除く）
福　井 冬季休止（場外発売を除く）
大　津〔7～9〕〔19～21〕
奈　良（15～18）
向日町（2～4）〔27～3/1〕
和歌山〔7～9〕（※20～22）

岸和田（2～4）（26～28）
玉　野〔19～21〕〔26～28〕
広　島 〔1/31～2〕（7～9）（19～21）（27～3/1）
防　府（7～9）（27～3/1）
高　松〔7～9〕
観音寺（2～4）〔7～9〕（27～3/1）
小松島（7～9）〔20～22〕
高　知（20～22）〔27～3/1〕
松　山（19～21）
小　倉 〔ナ18～20〕〔ナ27～3/1〕
別　府 （1/31～2）（4～6）〔7～9〕
武　雄（14～16）（20～22）（26～28）
佐世保（2～4）（7～9）
久留米（2～4）（8～10）
熊　本〔19～21〕

（注）１. 太字はG II、G IIIを表す。（太字の〔 〕はＦⅠを表す。）
２. ※印は施設等改善競輪の実施を表す。
３. 太字のナはナイター競輪を表す。

グランプリ06で優勝した有坂直樹選手
（写真は共同通信社提供）

◇KEIRINグランプリ06（GP）成績◇
＝12月30日京王閣12R・先頭固定競走2825m＝

▽決め手＝差し ▽2枠複�－� 1,860円
▽2車単�－� 13,470円
▽3連単��� 63,340円 263
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令選手名

１ � � 有坂　直樹 37 秋田 11秒1
２ � � 手島　慶介 31 群馬 1/2身
３ � � 佐藤慎太郎 30 福島 1/8輪
４ � � 合志　正臣 29 熊本 1/2輪
５ � � 小倉　竜二 30 徳島 3/4輪
６ � � 後閑　信一 36 群馬 1身
７ � � 山崎　芳仁 27 福島 1/2輪
８ � � 井上　昌己 27 長崎 1輪
9 � � 吉岡　稔真 36 福岡 2身

謹　賀　新　年
年 頭 所 感

平成十九年　元旦

経済産業大臣　甘利　明

平成十九年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

昨年発足した安倍内閣において経済産業大臣を拝命いた

しました。私は与党の責任者の立場においてそれまでもラ

イフワークとして経済産業政策に携わってきましたが、就

任以来、国内においては、国際的イコールフッティングを

確保し、最先端設備の導入を促進するための減価償却制度

の抜本的見直しや、中小同族会社の留保金課税の撤廃など

成長力強化のための税制改正などに尽力してまいりました。

また、十九年度予算要求における三千億円規模の経済成長

戦略要望のとりまとめ、減少が続いてきた中小企業対策予

算の反転増加の実現を始めとする地域・中小企業の活性化

策の推進、製品安全対策の飛躍的な強化等様々な問題に積

極的に取り組みました。

対外的にはＡＰＥＣ閣僚会議や五ヵ国エネルギー大臣会

合などに出席するとともに、「東アジアＥＰＡ」の構築等に

ついて各国の代表と会談を重ねるなど、アジア各国との協

力関係構築を始め戦略的な通商政策の展開に邁進してまい

りました。

本年も、内外に諸課題が山積しておりますが、経済全般

と通商政策を担当する閣僚として、国民の皆様の声に耳を

傾けながら、長年に亘り経済産業分野で培ってきた私の経

験と知識を総動員して、引き続き全力で取り組んでまいり

ます。

今、日本経済は、総じて見れば、設備投資、外需主導の

息の長い経済回復を続けています。しかしながら、企業規

模別、地域別に見ると回復の動きにはばらつきが見られ、

景気回復を多くの国民が実感できずにいます。日本経済を

支える企業収益が増加する中で、本年はこのような企業部

門の好調を家計部門における力強い消費に波及させること

により、消費と企業部門がバランス良く主導する景気回復

を実現することが必要です。息の長い安定した経済成長の

ためには、雇用者の報酬の増加を通じて消費が増え、これ

が企業の収益の増加につながる「家計と企業の所得の好循

環」を生み出すことが重要であり、この点は是非日本の産

業界のリーダー・経営者の方々にも思いをはせていただき

たいと考えます。

さらに中長期的には人口の減少、巨額の財政赤字、国際

競争の激化など、構造的な対応が迫られる課題を数多く抱

えております。こうした状況において、中長期的に安定し

た社会保障などの様々な政策の原資となる「富」を生み出

すための経済産業政策こそ、まさに政策の中の政策である

と考えています。そして、財政再建の途上にあり、財政出

動における制約の大きい今こそ、「アイデア官庁」としての

経済産業省の出番です。人口減少等の構造的課題を克服し、

民主導での力強い成長を実現する新たな日本型成長モデル

を実現するため、昨年七月にとりまとめられた「経済成長

戦略大綱」の施策を一層充実・強化して実行するとともに、

新しい政策の検討を進めます。

まず、今こそ新しい知識や技術を生み出し市場化してい

くイノベーションを促進するための政策を重点的に実施し、

大幅な生産性向上を目指します。そのため、知的財産、人

材、ＩＴなどの経営資源の活用を通じた生産性向上や、ベ

ンチャー企業の育成、分野を異にする他社との協力を促進

します。また、サービス産業のイノベーション促進と生産

性改革のため、サービス産業生産性協議会やサービス研究

センターの創設などサービス政策の強化を図ります。さら

に、ＩＴの活用については、ＩＴ活用の先導的事例の普及、

企業・業種を超えた情報共有を容易にするための新たな電

子商取引の基盤整備・電子タグの普及促進などに取り組み

ます。また、「イノベーション・スーパーハイウェイ構想」

等に基づいて、新世代自動車向け電池、知能ロボット、次

世代航空機などの研究開発や、がん対策、健康データの標

準化などの医療・健康産業の発展のための基盤整備を推進

するとともに、産学官の連携を促進します。併せて、昨年

新たに設定した「国際標準化戦略目標」の達成に向けて官

民一体で取り組み、研究成果を速やかに市場につなげる仕

組みを強化してまいります。

知的財産の分野においては、「イノベーション促進のため

の特許審査改革加速プラン」に基づき、特許審査の迅速

化・効率化を進めるとともに、「世界特許」の実現に向けた

国際的な知財制度の調和・審査協力や模倣品対策など、グ

ローバルな課題にも積極的に取り組んでまいります。加え

て、地域・中小企業の知財活用に対する支援も強化してま

いります。

また、少子高齢化、経済のグローバル化が進展する中で、

我が国経済の成長力・競争力を強化する税制改革の推進や、

企業の組織再編を柔軟かつ迅速に実現するための企業結合

ガイドラインの改訂など企業関連制度の整備に取り組みま

す。

さらに、本年夏頃までに分野別アクションプランを含む



第 601 号 平成19年1月25日（木） （5）日 振 会 報（4） 平成19年1月25日（木） 日 振 会 報 第 601 号

「コンテンツグローバル戦略」を策定し、マルチコンテンツ

を取り扱うフェスティバル（国際コンテンツカーニバル

（仮称））の創設やコンテンツポータルサイトの活用等によ

る日本からの情報発信等を実施してまいります。また、コ

ンテンツ、ファッション、デザイン等「感性・創造性」に

由来するソフト面でのイノベーションを促進し、その成果

を世界に発信すべく、「東京発　日本ファッション・ウィー

ク」を含めた「感性価値創造イニシアティブ（仮称）」を推

進してまいります。

地域は、それぞれが高い潜在力を秘めています。地域が

その活力を最大限に発揮することが、地方にとっても、ま

た我が国全体で見ても経済活性化の観点から不可欠です。

こうした地域の力を発現するには、地域が自らの強みを認

識し、公共事業に依存するのではなく、自立的・持続的な

成長を可能とする経済構造を民間主導で実現していくこと

が大切です。このため、地域の主体的な取組を全面的に支

援します。例えば、地域の魅力を踏まえた企業立地を促進

するために、規制緩和や手続の迅速化、事業活動の中心と

なる人材の育成、地域における産学官連携による高度化技

術開発への支援を展開します。それに加えて、地域にある

産地の技術、農林水産品、観光資源などの優れた資源を活

用した中小企業による創意工夫あふれる新商品・新サービ

スの開発や販売、地域の観光・集客サービスの競争力の向

上を支援してまいります。これらの施策を講ずるに当たっ

ては、関係省庁とも十分連携し、予算、税制、政府系金融

機関による融資などを総動員します。

また、格差の拡大・固定化が懸念される中、勝ち組と負

け組が固定化せず、チャンスにあふれ、誰でも再チャレン

ジが可能な社会を実現するため、「人」の再チャレンジと

「事業」の再チャレンジの両方を支援します。関係省庁と連

携し、一度社会に出た者が、人生の様々な段階で専門的教

育を受けられるよう、ものづくり専門職大学院の設置や、

高専等を活用した技術者の育成などを通じた、人生の「複

線化」に取り組みます。また、事業再生・再起業や新事業

展開に取り組む中小企業に対してタイミング良く安定した

資金供給を行う環境を整備するために、在庫等の流動資産

を活用した資金調達を促進するとともに、再生局面にある

中小企業者や再起業を行う方々への円滑な資金調達を可能

とする融資・信用保証制度を整備します。さらに、政策金

融改革については、改革の結果誕生する新しい金融機関が、

中小企業者にとって真に頼れるものとなるように取り組ん

でまいります。

対外政策については、経済協力も戦略的に活用してアジ

ア各国の経済発展を支援しながら、それらの国々と共に歩

みつつ我が国の力強い成長を実現すべく、経済連携協定の

推進に取り組みます。本年は特に、我が国と密接な経済関

係にある東アジア諸国、資源産出国等との交渉を強化して

まいります。さらに、アセアン、日中韓に止まらず、急成

長する大国インドや、先進民主主義国家としての価値観を

共有する豪州及びニュージーランドの十六カ国を対象とし

た「東アジアＥＰＡ」の構築に向けた取組や、東アジア各

国で協力して新たな研究機関を創設し、政策提言などを行

う国際的な知的インフラを構築する「東アジア版ＯＥＣＤ

構想」を推進します。また、日本の魅力を高め、開かれた

日本、開かれたアジアを実現するため、アジアの優秀な留

学生に対し、日本への留学、研修から日本企業での就職ま

で一貫して支援する「アジア人財資金」構想の実現や日本

への直接投資の促進などに向けて、積極的に取り組んでま

いります。

貿易立国として多角的貿易体制の維持に貢献するため、

ＷＴＯドーハ・ラウンド交渉に全力で取り組みます。我が

国が主要国の一員としてイニシアティブを発揮して交渉を

進め、本年中の妥結を目指します。併せて、途上国が貿易

自由化の利益を十分に享受できるよう、一村一品運動など

の取組を進めます。

さらに、天然資源の少ない我が国としては、エネルギ

ー・環境政策に積極的に取り組むことが不可欠です。エネ

ルギーを巡る国際情勢は、昨今大きく変化しております。

中国やインドを始めとする世界的なエネルギー需要の増大

やＯＰＥＣ加盟各国の生産余力の低下などにより、エネル

ギー需給の逼迫が懸念されています。こうした中で、経済

産業省としては、省エネルギー・新エネルギーの推進、バ

イオエタノールの導入促進を含む運輸エネルギーの次世代

化、石油自主開発の推進等による資源の安定供給の確保、

安全の確保を大前提とした核燃料サイクルを含む原子力発

電の推進など、総合的なエネルギー政策に取り組んでまい

ります。

また、世界最高水準にある我が国の環境・エネルギー技

術を活用して中国を始めとするアジアへの省エネ・環境対

策協力を推進し、世界全体でのエネルギー問題の解決に貢

献する考えです。

地球環境問題もますます重要な課題となってきておりま

す。地球環境問題への的確な対応を図るため、「京都議定書

目標達成計画」に沿った施策を総合的に講じ、目標達成に

向けて最大限努力いたします。

ガス瞬間湯沸器の事故等、製品安全に関する問題に対し

ては、昨年成立した改正消費生活用製品安全法に基づく報

告の確実な履行、公表・周知の実施等を通じて「製品安全

文化」の定着に努め、製品安全の確保に全力を尽くしてま

いります。

また、我が国及び国際社会の平和と安全に対する重大な

脅威である北朝鮮に対して、経済制裁を厳格に実施し、誠

実な対応を促します。

本年においても、経済成長を一層持続的なものとするた

めに、将来を見据える視点と今まで以上のスピード感をも

って、これらの課題に取り組んでまいりたいと考えており

ます。皆様のより一層の御理解と御支援を賜りますよう何

卒お願い申し上げます。

最後になりましたが、皆様の御多幸と御健康を心から祈

念いたしまして、私の新年のごあいさつとさせていただき

ます。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

平素より皆様には競輪事業へのご支援、ご協力を賜り心

よりお礼申し上げます。

日本自転車振興会の会長として、二回目の新年を迎える

こととなりました。

会長就任前には、経済産業省の産業構造審議会車両競技

分科会や日本自転車振興会の運営委員会の委員として、競

輪にも携わってまいりましたが、就任してからは、現在の

競輪界が抱えている課題や問題について、施行者の皆様を

はじめ関係各方面の方々のご意見やお考えを拝聴してまい

りました。

また、これまで競輪になじみのなかった有識者の方々を

競輪場にお招きし、競輪の持つ魅力に接していただき、競

輪に対するご意見や、ご批判も伺ってまいりました。

本年も、これまで伺ったご意見等を生かしながら新たな

る改善、改革に向かって進んでいきたいと考えております。

競輪は、オリンピックの自転車競技種目にもあるように

スポーツ性を持った他の公営競技にはない魅力を持ってい

ます。この魅力ある競輪を、現在のお客様はもとより、競

輪をご存知でないもっと多くの方々にごらん頂く努力が大

切なことだと考え、昨年、日本自転車振興会は、財団法人

日本オリンピック委員会（JOC）と「JOC公式支援団体」

として特別支援プログラム契約を締結し、ＧI・ＧII開催等

においてＰＲに努めてまいりました。

また、競輪界においても「2008年北京オリンピック日本

代表選手応援協賛競輪」を開催し北京へ向けて「KEIRIN」

をはじめとし日本代表選手を応援していきます。

補助事業については、我が国初の総合的盲導犬施設の建

設に競輪の売上金の一部が使われていることなど、広く社

会のお役に立っていることをＰＲいたしました。これから

も皆様の身近で補助金がお役に立っているということを分

かりやすく伝えられるよう努力をしていきたいと思います。

ウエブでは、昨年6月より新競輪ポータルサイト

「KEIRIN．JP（ケイリンドットジェーピー）」を開設し各

種情報やインターネット投票機能を一元化し、お客様の立

場に立ったサービスを提供するように努めてまいりました。

本年もより一層、お客様から親しみをもって楽しんでい

ただける競輪となるよう関係者が一丸となって更なる努力

をしてまいります。

競輪への変わらぬご支援、ご協力を賜りますようお願い

するとともに、本年も皆様にとりまして良き年であります

よう心から祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていた

だきます。

新 年 の ご 挨 拶
年 頭 所 感

平成十九年　元旦
日本自転車振興会
会長　下重　暁子

認　可

■平成18・12・20製第1号

平成18年12月21日

日本自転車振興会　会長　下重　暁子　殿

経済産業大臣　甘利　明

「北京オリンピック夏季競技大会協賛のための競輪で使

用する先頭誘導選手の自転車に関する競走車安全基準の特

例に関する基準」の制定に関する認可について

平成18年12月8日付け18日振企第6号をもって申請のあり

ました上記の件については、自転車競技法第12条の18第１

項の規定に基づき、認可します。

■18日振企第６号

平成18年12月8日

経済産業大臣　甘利　明　　殿

日本自転車振興会　会長　　下重　暁子

「北京オリンピック夏季競技大会協賛のための競輪で使

用する先頭誘導選手の自転車に関する競走車安全基準の特

例に関する基準」の制定に関する認可申請について

標記について、別添の内容により制定いたしたいので、

自転車競技法第12条の18第１項の規定に基づき、関係書類

添付の上、認可申請いたします。
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「北京オリンピック夏季競技大会協賛のための競輪で使用す

る先頭誘導選手の自転車に関する競走車安全基準の特例に

関する基準」の制定について

北京オリンピック夏季競技大会協賛のための競輪は、北

京オリンピック夏季競技大会に参加する我が国スポーツ選

手の育成・強化及びその環境等の整備に資するために実施

するものであり、競輪の持つスポーツとしての魅力を多く

のファンにアピールするには格好の開催である。更に平成

18年3月に作成された産業構造審議会車両競技分科会車両競

技活性化小委員会による報告書｢競輪・オートレース事業活

性化プラン｣においてレース演出等のエンターテイメント化

が指摘されている。よって、ファンへの興趣を高める競技

演出の実施について見直した結果、下記基準を制定するこ

ととした。

１．「北京オリンピック夏季競技大会協賛のための競輪で使

用する先頭誘導選手の自転車に関する競走車安全基準の特

例に関する基準」の制定の趣旨

2004年のアテネ・オリンピックにおいて競輪選手３名が

チームスプリント競技で銀メダルを獲得したことを契機に、

自転車競技である競輪を一般に広めるため、更に啓発、普

及を行う。

そこで、競輪の国際性、スポーツ性をアピールする競技

演出の一環として、北京オリンピック夏季競技大会協賛の

ための競輪での先頭誘導選手が使用する自転車について、

オリンピック、世界選手権等で用いられている自転車（モ

ノコックフレーム）及び車輪（エアロダイナミックホイー

ル）の使用を認めるため、「競走車安全基準」の特例基準を

制定するものである。

２．制定の内容

別添「北京オリンピック夏季競技大会協賛のための競輪

で使用する先頭誘導選手の自転車に関する競走車安全基準

の特例に関する基準」のとおり。

３．施行年月日

平成19年１月１日から施行する。

「北京オリンピック夏季競技大会協賛のための競輪で使用す

る先頭誘導選手の自転車に関する競走車安全基準の特例に

関する基準」

日本自転車振興会は、自転車競技法第12条の18第2項、自

転車競技法施行規則第39条、競輪審判員、選手および自転

車登録規則第28条及び競輪に関する業務の方法に関する規

程第106条の2に基づき、北京オリンピック夏季競技大会協

賛のための競輪（以下「協賛競輪」という。）で使用する先

頭誘導選手（以下「先頭員」という。）の自転車に関する競

走車安全基準の特例に関する基準をここに定める。

（目的）

１ この基準は、協賛競輪においてのみ使用する先頭員の

自転車の登録に係る競走車安全基準（平成12年12月19日

平成12・12・18機第18号認可）の特例を定めることを目

的とする。

（基準の適用）

２ 協賛競輪においてのみ使用する先頭員の自転車の登録

に係る競走車安全基準適合認定に関しては、競走車安全

基準によるほか、次の各号によるものとする。

（構造及び組立てに関する特例）

(1) 競走車安全基準４「構造及び組立て」に掲げる４－８

「車輪は、36本以上のスポークによりあや組みされ、か

つ、タイヤの外径が675ミリメートルのものでなければ

ならない。」とあるのは、エアロダイナミックホイール

の場合、「車輪は、タイヤの外径が675ミリメートルのも

のでなければならない。」とする。

（強度に関する特例）

(2) 競走車安全基準５「強度」に掲げる５－４中「フレー

ムを図2のように後車軸部を支持し、前車軸部は前後方

向の変位を自由に許すようにローラを取り付け、サドル

部に5000Nの荷重を静かに加えて30秒間放置の後、荷重

を取り除いたとき、前車軸部の永久ひずみは、2mm以下

でなければならない。」とあるのは、「競走車を組み立て

た状態であって、ハンガ部に1200Nの静荷重を30秒間加

えたとき、各部に異常があってはならない。」とする。

附　則

この基準は、平成19年１月１日から施行する。

選 手

登録事項の変更
（18日振登第4号の37 平成18年12月22日）

県外移動（1名） 適用日　平成18年12月15日

登録番号 氏　　名

10014 佐古　雅俊

県内移動（5名） 適用日　平成18年12月20日

登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名

13212 岡田　浩太 13273 西　　　徹

13569 田代真太郎 13724 渡辺　十夢

13844 細田　真史

同
（18日振登第4号の38 平成18年12月28日）

県内移動（3名） 適用日　平成18年12月27日

登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名

12148 石川　知晃 13258 田村　淳史

13265 浅井　雄三

住居表示変更（1名） 適用日　平成18年12月27日

登録番号 氏　　名

13050 森田　　誠

郵便番号変更（1名） 適用日　平成19年1月16日

登録番号 氏　　名

11304 大久保幹也

同
（18日振登第4号の39 平成19年1月12日）

県内移動（7名） 適用日　平成19年1月10日

登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名

11809 樋渡三千男 12931 竹村　政明

13156 木村　　仁 13585 澤住　直行

13598 五十嵐　誠 13669 荒澤　貴史

13737 筒井　敦史

同
（18日振登第4号の40 平成19年1月19日）

県内移動（5名） 適用日　平成19年1月17日

登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名

12434 加藤　　剛 13113 中　信一路

13114 村本　大輔 13683 福田　直樹

14048 川島　　勝

登録消除
（18日振登第4号の37 平成18年12月22日）

（2名） 登録消除日　平成18年12月14日

東京 10077 12235 A3 高野　晃一

愛知 10311 A3 犬�徳一郎

府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第20条1号

同
（18日振登第4号の38 平成18年12月28日）

（2名） 登録消除日　平成18年12月21日

愛知 08728 16509 A3 �谷　秀樹

大阪 09316 A3 平川善一郎

府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第20条1号

（5名） 登録消除日　平成18年12月25日

福岡 10137 A3 長谷川　修

群馬 10388 A3 栗原　春仁

山梨 11001 A2 望月　　浩

群馬 11348 A3 秋間　正己

福岡 11856 12636 A3 森　　友明

府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第20条1号

（1名） 登録消除日　平成18年12月18日

静岡 10431 17349 A3 山崎　勇人

府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第20条3号

（1名） 登録消除日　平成18年12月19日

北海道 13825 17069 A2 駒谷　　隆

府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第20条3号
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同
（18日振登第4号の39 平成19年1月12日）

（6名） 登録消除日　平成19年1月9日

群馬 09373 A3 黒川　常男

沖縄 10033 A3 西村　勝也

愛知 10885 A3 深谷　和司

鹿児島 11329 A3 春田誠一朗

静岡 11375 A3 望月　裕之

千葉 11997 A3 細川　和彦

府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第20条1号

（5名） 登録消除日　平成19年1月16日

福岡 08511 15338 A3 藤田　博史

岐阜 08646 A3 池上　嘉美

静岡 11151 A3 松永　　健

埼玉 11784 12998 A3 鷹觜　裕紀

徳島 14107 A3 和田　幸大

府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第20条1号

同
（18日振登第4号の40 平成19年1月19日）

（9名） 登録消除日　平成19年1月11日

群馬 08541 A3 宮一　　透

神奈川 09538 09695 A3 飯田　勝利

神奈川 10305 10605 A3 長島　　均

静岡 10526 A3 平野　大作

長崎 10825 16599 A3 松田　安男

群馬 11106 A3 樺澤　康輝

神奈川 11134 A3 木下　政典

神奈川 11139 11643 A3 前田　昭彦

神奈川 11493 12143 A3 坂本　俊春

府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第20条1号

（7名） 登録消除日　平成19年1月12日

徳島 09045 15379 A3 山岡　満幸

岐阜 09300 A3 岩田　　強

兵庫 10213 A2 坪之内勇夫

岐阜 10540 10812 A3 大島　昭二

兵庫 11292 A3 田中　　満

福島 11970 18089 A3 佐藤　一朗

福岡 12250 S1 吉岡　稔真

府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第20条1号

特別昇級
（18日振登第4号の39 平成19年1月12日）

（1名）

14114 坂本　亮馬（福岡） 90期　21才

新級班

S2 H18.12.30
18年後期
〜

19年後期

11/24～11/26
岸和田
1.1.①

12/7～12/9
観音寺
1.1.①

12/27～12/29
向日町
1.1.①

昇級適用日 適用期 達成までの優勝記録

（7名） 登録更新日　平成19年1月1日

登録更新
（18日振登第4号の39 平成19年1月12日）

地区 府県 登録番号 氏　名

関東 栃木 07927 木　和夫

東京 08337 桜井　久昭

中部 三重 08386 竹田　恵一

近畿 福井 08387 竹澤　健治

京都 08388 桝井　道弘

兵庫 08397 坂東　利則

九州 福岡 08413 �比良　覚

赤 粱 

出場あっせん停止
「競輪に関する業務の方法に関する規程」に基づき、

下記のとおり決定しました。

（18日振公正第27号　平成18年11月28日）

登録
府県

佐賀 12770 廣橋　康加 平成18年12月1日～
平成18年12月31日

業務規程
第127条
第1項
第7号

登録
番号 氏　　名 停止期間 適用条項

（4名）

（3名）

茨城 13834 平石　浩之 平成18年12月1日～
平成18年12月31日

業務規程
第127条
第1項
第11号

群馬 13759 平田　真樹 平成18年12月1日～
平成18年12月31日

業務規程
第127条
第1項
第11号

神奈川 13706 對馬　太陽 平成18年12月1日～
平成18年12月31日

業務規程
第127条
第1項
第11号

同
（18日振公正第29号　平成18年12月26日）

登録
府県

千葉 13936 小埜　正義 平成19年1月1日～
平成19年1月31日

業務規程
第127条
第1項
第11号

登録
番号 氏　　名 停止期間 適用条項

熊本 12152 田代　　誠 平成19年1月1日～
平成19年1月31日

業務規程
第127条
第1項
第11号

京都 14094 有馬　雄二 平成19年1月1日～
平成19年1月31日

業務規程
第127条
第1項
第11号

登録選手の死亡
（18日振登第139号　平成18年12月22日）

登録番号第10431号　山崎　勇人選手（静岡）におか

れては、去る12月17日逝去されました。（享年44歳）

ここに謹んで哀悼の意を表し、ご通知申し上げます。

同
（18日振登第140号　平成18年12月22日）

登録番号第13825号　駒谷　隆選手（北海道）におか

れては、去る12月18日逝去されました。（享年27歳）

ここに謹んで哀悼の意を表し、ご通知申し上げます。

同
（18日振登第144号　平成18年12月28日）

登録番号第11548号　筒井　敏靖選手（佐賀）におか

れては、去る12月24日逝去されました。（享年41歳）

ここに謹んで哀悼の意を表し、ご通知申し上げます。

先頭誘導選手の認定・認定更新・認定抹消
（18日振登第4号の38 平成18年12月28日）

認定（9名） 認定年月日　平成19年1月1日

府県 認定番号 登録番号 氏　　名

宮城 18196 12709 臼井　崇則

茨城 18197 11463 北村　　哲

栃木 18198 11978 峯　　芳暁

〃 18199 13613 宗景　祐樹

〃 18200 13679 �新太郎

群馬 18201 11780 松島　伸安

埼玉 18202 12274 山口　博人

京都 18203 12453 中島　義之

大分 18204 12999 吉田　　稔

（1名） 登録消除日　平成18年12月25日

佐賀 11548 11981 A2 筒井　敏靖

府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第20条3号



第 601 号 平成19年1月25日（木） （11）日 振 会 報（10） 平成19年1月25日（木） 日 振 会 報 第 601 号

京都 16891 13791 村上　博幸

奈良 17691 09999 鈴木　　勝

〃 17692 13792 辰己　　豊

和歌山 16862 13794 川西　亮介

大阪 16863 10661 多田　　司

〃 17693 10663 田邉　勝文

〃 17694 10910 日向　義治

〃 17695 11039 田谷　　勇

〃 12504 11290 櫓　　智則

〃 17696 12223 山下　茂樹

〃 16176 12374 松本　　久

岡山 13136 10463 西� 浩

〃 12510 11416 大前　寛則

〃 16864 12756 服部　　仁

広島 11162 10918 齋 勝

山口 17697 10467 藤田　卓也

〃 17698 13652 隅　　直幸

徳島 13701 12474 小川　圭二

〃 13702 12540 田村　博之

愛媛 13703 11191 松田　孝志

〃 16174 11315 三木　裕次

〃 13137 12043 大西　　仁

〃 13705 12389 岡� 昭次

〃 13706 12475 笠松　義輝

〃 13708 12477 冨井　正門

〃 13709 12543 井上　勝史

〃 13710 12545 南　　正一

〃 13711 12618 武智　尚之

福岡 16866 11434 池田　智明

佐賀 17701 10576 大西　伸一

〃 17702 11547 小田　貴司

〃 15575 12920 山� 岳志

〃 17704 13370 三槻　智清

長崎 16867 13371 足達　重満

大分 17705 10143 荘田　彰男

熊本 15579 11325 西島　聡一

〃 15581 12059 深田　広治

〃 15582 12252 川藤　康雄

〃 14287 12402 時松　　正

〃 14851 12554 松本　哲也

沖縄 12503 11289 �伏　　功

認定抹消（12名） 抹消年月日　平成19年1月1日

府県 認定番号 登録番号 氏　　名

宮城 17665 09243 太田　雅士

〃 17666 10718 星　　進一

〃 17668 12488 �浜　裕一

茨城 17676 11338 長谷部純也

〃 17677 12636 山� 裕二

栃木 16167 09840 前原　正良

〃 16168 11103 坂本　宗史

東京 16858 11358 御嶽　俊二

〃 17684 13246 山� 充央

愛知 17685 10710 釜　　徳房

高知 17699 11062 吉本　　猛

熊本 14848 11753 植田　幸仁

先頭誘導選手の認定取消
（18日振登第4号の38 平成18年12月28日）

（2名）＝あっせん停止

12152 田代　　誠 熊本 17663 平成19年1月1日
平成20年
1月1日

14094 有馬　雄二 京都 18117 平成19年1月1日
平成20年
1月1日

登録
番号 府県選手名 認定

番号
認　定
取消日

再認定
可能日

審判員
級別認定（B級）

本会が実施した平成18年度基幹審判員講習会の課程

を修了した下記の者を平成19年1月1日付でB級審判員と

して認定します。

（18日振登第134号　平成18年12月8日）

（10名）

競技会 登録番号 氏　　名 認定番号

北日本 4745 山本　和樹 839

南関東 4722 秋葉　謙一 840

4723 天野　尊仁 841

4724 菊地　　貴 842

4725 小堀　寿之 843

4663 坂井　弘史 844

4677 小嶋　　剛 845

中部 4668 丹羽　真也 846

4681 佐藤　匡将 847

4682 竹森　真也 848

自転車

昭和57年
12月1日

初年度
登録日

2.自転車の種類及び規格並びにその特徴

競走車安全基準に適合する自転車

3.登録有効期間

平成18年12月1日から平成21年11月30日まで

登録更新
下記のとおり本会登録自転車の登録を更新しました。

（18日振業第48号　平成18年10月27日）

1. 登録更新自転車

登録番号

第202号 マエダ

サイクル・テクニカ・マエダ
代表　前田　　智
岐阜県土岐市泉大沼町4-
10

商標 製造業者の氏名・住所

マエダ

―ヘッドマーク―

府県 認定番号 登録番号 氏　　名

宮城 17667 12487 紺野　哲也

〃 17669 13453 阿部　宏之

〃 17670 13523 阿部　貴光

〃 17671 13526 三澤　勝成

福島 14266 09628 遠藤　　博

〃 17672 09731 小川　信明

〃 17673 10380 添田　広福

〃 17674 11094 橋本　　豊

〃 17675 11862 佐川　達也

茨城 14830 12940 小室　貴広

〃 17678 13013 武田　靖夫

〃 16165 13090 野淵　信栄

栃木 17679 11221 須田　雄一

埼玉 17680 11099 落合　　実

〃 17681 11236 中田　健二

〃 17682 11582 太田　耕二

〃 16854 11990 茂木　和臣

〃 14834 12350 宮田　達也

〃 16855 12647 本田　直也

〃 14835 12868 松石　　匡

〃 16856 13550 安部　達也

〃 16857 13683 福田　直樹

東京 16169 10080 古林　昭二

〃 13131 10742 小松原好明

〃 17683 11244 関谷　裕之

愛知 14274 10437 田中　新悟

〃 11848 11248 木村　昌之

〃 16173 12973 武井　克敏

岐阜 15573 11621 �口　�彰

〃 17686 13780 竹内　公亮

三重 15570 10324 野呂　　尚

〃 14277 11274 佐々木　功

〃 12499 11623 鈴木　邦明

〃 12500 11624 森　　哲也

〃 12501 11701 加藤　純治

〃 15572 13268 小谷　文吾

〃 17687 13577 田中　大介

滋賀 17688 10906 吉岡　和彦

〃 16861 13048 礒野　勘太

〃 17689 13124 齋藤　　収

京都 17690 10776 八倉多加人　

認定更新（82名） 更新年月日　平成19年1月1日
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あっせん
平成19年1月競輪出場あっせん状況

1. 開催状況（1月あっせん対象節数）
G I １競輪場 １節

（小倉）
G III ３競輪場 ３節

（大宮、立川、和歌山）
F I 25競輪場 30節

（いわき平、前橋、取手、松戸、
千葉、平塚、小田原、伊東、静岡、
名古屋、岐阜、大垣、四日市、大
津、向日町、岸和田、広島、防府、
観音寺、松山、高知、小倉、別府、
武雄、熊本）

F II 36競輪場 48節

※2008年北京オリンピック日本代表選手応援協賛競輪…
京王閣（あっせん回数に含まず）

2. 選手あっせん依頼数（あっせん回数に算入しない部
分の依頼数を除く）
Ｓ　級 1,755人
A 級 5,940人
合　計 7,695人

3. 級別選手１人あたり平均あっせん回数
Ｓ　級 2.10回
A 級 2.16回

4. あっせん選手の交流について
実働選手に対するあっせん依頼数の比率は、S級につ

いては南関東・近畿・九州地区が高く、A級について
は南関東・中部・四国・九州地区が高かった。
このため、あっせん回数の均等のほか、欠場時の対

応等も勘案のうえ、あっせん選手の交流を行った。

開催状況
G I 小倉 （1節）
G III 大宮、立川、和歌山 （3節）
F I いわき平、前橋、取手、京王閣、松戸、

千葉、平塚、小田原、伊東、静岡、名古
屋、岐阜、大垣、四日市、大津、向日町、
岸和田、広島、防府、観音寺、松山、高
知、小倉、別府、武雄 （31節）
内　北京オリンピック日本選手団応援協賛競輪

（1節）
F II 36競輪場 （48節）

合計83節

平成19年1月開催出場あっせん概況表
平成18年12月14日

Ｓ級 A級 合　計

総 人 員 833 2,784 3,617

非 実 働 人 員 8 33 41

実 働 人 員 825 2,751 3,576

0回 8 33 41

1回 1 3 4

2回 721 2,307 3,028

3回 103 441 544

あっせん総数 1,755 5,940 7,695

一人当たり平均 2.10 2.16 2.15

区分 級班

回
数
別
人
員

あ
っ
せ
ん

平成19年1月開催競輪選手需給状況表
平成18年12月14日

S 級

依頼数 依頼数実働数 実働数
依頼数

実働数

A 級

北日本 45 92 0.49 234 268 0.87

関　東 288 148 1.95 558 638 0.87

南関東 315 132 2.39 1,098 442 2.48

中　部 180 118 1.53 1,026 244 4.20

近　畿 324 97 3.34 630 312 2.02

中　国 90 66 1.36 288 222 1.30

四　国 135 67 2.01 1,062 206 5.16

九　州 378 113 3.35 1,044 419 2.49

全国計 1,755 833 2.10 5,940 2,751 2.16

一人当たり平均
あっせん回数

2.10回 2.16回

依頼数

実働数

備考　本表は、地区間の選手交流計画に資するため、各地区のあっせん需要数と実働選手数の対比を示したものである。
なお、あっせん回数に算入されない競輪は依頼数から除いた。

平成19年2月競輪出場あっせん計画
1. 開催状況（２月あっせん対象節数）
G II １競輪場 １節

（宇都宮）
G III ３競輪場 ３節

（静岡、四日市、奈良）
F I 27競輪場 32節

（いわき平、取手、大宮、西武園、
京王閣、立川、松戸、千葉、小田
原、伊東、一宮、名古屋、岐阜、
大垣、豊橋、大津、向日町、和歌
山、広島、玉野、高松、観音寺、
小松島、高知、小倉、別府、熊本）

F II 26競輪場 44節
内　施設改善競輪2節

2. 選手あっせん依頼数（あっせん回数に算入しない部
分の依頼数を除く）
Ｓ　級 1,836人
A 級 5,688人
合　計 7,524人

3. 級別選手１人あたり平均あっせん回数
Ｓ　級 2.21回
A 級 2.11回

4. あっせん選手の交流について
実働選手に対するあっせん依頼数の比率は、S級につ

いては関東・南関東・中部・近畿・四国地区が高く、
A級については中部・中国・四国・九州地区が高い。
このため、あっせん回数の均等のほか、欠場時の対

応等も勘案のうえ、あっせん選手の交流を行う。

登録・認定数等
平成19年1月1日

平成19年2月開催競輪選手需給計画表
平成18年12月14日

S 級

依頼数 依頼数実働数 実働数
依頼数

実働数

A 級

北日本 45 90 0.50 144 259 0.56

関　東 369 150 2.46 954 625 1.53

南関東 324 132 2.45 720 432 1.67

中　部 324 116 2.79 990 236 4.19

近　畿 279 97 2.88 576 309 1.86

中　国 135 66 2.05 612 222 2.76

四　国 180 67 2.69 666 201 3.31

九　州 180 112 1.61 1,026 413 2.48

全国計 1,836 830 2.21 5,688 2,697 2.11

一人当たり平均
あっせん回数

2.21回 2.11回

依頼数

実働数

項　目

登録選手数

審 判 員 数

検 車 員 数

先頭誘導
選 手 数

2,751名

3,598名

834名

936名

現在数 摘　　　要

S 級 A級

842名 2,756名

S１　289 A１ 854

S２　553 A２ 855

A３ 1,047

3,598名

備考　本表は、地区間の選手交流計画に資するため、各地区のあっせん需要数と実働選手数の対比を示したものである。
なお、あっせん回数に算入されない競輪は依頼数から除いた。



（14） 平成19年1月25日（木） 日 振 会 報 第 601 号

車 券 売 上 状 況


